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指定訪問介護 

介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業  

運営規程 

訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎 
 

（事業の目的） 

第１条 ＡＬＳＯＫ介護株式会社が開設する訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ

崎（以下「事業所」という。）が行う指定訪問介護及び介護予防・日常生活支

援総合事業第一号訪問事業（以下「訪問型サービス」という。）の事業（以下

「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関す

る事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者等（以下

「訪問介護員等」という。）が、要介護状態または要支援状態等にある高齢者

もしくは事業対象者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身

の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護そ

の他の生活全般にわたる世話又は支援を行うことにより、利用者の心身機能

の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供

に努める。 

２ 事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又はその状態の軽

減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うととも

に、事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括

支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事

業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、他の指定事業

者、その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、住民による自

発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等

と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

３ 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常 

にその改善を図る。 
 
（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎 

（２）所在地 神奈川県茅ヶ崎市幸町６－２１ 山田テナントビル１０１ 

 

（職員の職種、員数および職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数および職務の内容は次のとおりとする。 

（１）管理者 １名 

従業者の管理を一元的に行うとともに、従業者に法令等の規定を遵 

守させるため必要な指揮命令を行う。 
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（２）サービス提供責任者 １名以上 

事業所に対する指定訪問介護及び訪問型サービスの利用の申込に係

る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画（介護予防訪

問介護計画）の作成等を行う。 

（３）訪問介護員 常勤換算 ２.５名以上 

指定訪問介護、訪問型サービスの業務に当たる。 

 

（営業日および営業時間） 

第５条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営 業 日     月曜日から金曜日とする。 

ただし、１２月３０日から１月３日を除く。 

（２）営業時間     ８時３０分から１７時３０分とする。 

（３）サービス提供日  年中無休 

（４）サービス提供時間 ０時から２４時とする。 

（５）電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

（事業の内容） 

第６条 事業の内容は次のとおりとする。 

（１）身体介護 

（２）生活援助 

 

（利用料等） 

第７条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣または実施地域の 

介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱で定める基準によるものとする。当 

該事業が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載され 

た割合に応じた額とする。 

２ 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、 

その実費を徴収する。 

なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点 

から１㎞あたり片道１５円とする。 

３ 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事 

前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受 

けることとする。 

４ 利用者またはその家族の都合によりキャンセルが発生した場合に徴収する 

キャンセル料金は、次のとおりとする。 

（１）利用日前日の営業時間終了時までに連絡があった場合 無料 

（２）利用日前日の営業時間終了時以降に連絡があった場合 

介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額＋消費税 

（３）訪問型サービスのキャンセルについては別紙の通りとする。 

５ 利用料等の支払いを受けた時は、利用料とその他の利用料について記載し 

た領収書を交付する。 

６ 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場 

合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した 

サービス提供証明書を利用者に対して交付する。 
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（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は茅ヶ崎市、藤沢市、高座郡寒川町の区域とする。 

ただし、訪問型サービスの実施地域は、茅ヶ崎市、藤沢市、高座郡寒川町とする。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第９条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、 

その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医等に連絡する等の措置を 

講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。 

 

（苦情処理） 

第１０条 事業所は、事業に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する 

ために、必要な措置を講じる。 

２ 事業所は、提供した事業に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出 

若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ 

及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受 

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 事業所は、提供した事業に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会 

が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助 

言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

４ 事業所は、提供した事業に関する利用者からの苦情に関して、市町村等 

が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に 

協力するよう努める。 

 
（事故発生時の対応） 

第１１条 事業所は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、 

速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員および地域包括支援センター 

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

２ 事業者は、利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場 

合には、速やかに損害賠償を行う。 

 

（高齢者虐待防止の推進） 

第１２条 事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止および早期発見の 

ための取り組みとして、以下の措置を講じるものとする。 

（１）高齢者虐待防止のための指針を整備し、これを従業者に周知する。 

（２）高齢者虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者 

に周知する。 

（３）従業者に対し、高齢者虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

（４）上記措置を適切に実施するための担当者を配置する。 

 

（個人情報の保護） 

第１３条 事業者は、利用者およびその家族の個人情報について「個人情報の保 

護に関する法律」および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者におけ 

る個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに 

努めるものとする。 



4 
そ09-14-240401 

２ 事業所が得た利用者およびその家族の個人情報については、事業所での介 

護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、第三者への 

情報提供についてはあらかじめ利用者およびその家族の了解を得るものとす 

る。 

 

（衛生管理、感染症対策） 

第１４条 事業所は訪問介護員等の清潔の保持及び年１回の健康診断を行い健

康状態の管理に努める。また、事業所の設備及び備品等の衛生管理に努めるも

のとともに衛生上必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所において感染症の発生又はまん延しないための取り組みとして、以下 

の措置を講じるものとする。 

 一 感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備し、これを従業者に周  

知します。 

 二 感染症の予防およびまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね６

月に１回以上開催し、その結果について従業者に周知します。 

 三 従業者に対し、感染症の予防およびまん延防止のための研修および訓練を  

定期的に実施します。 

 

（記録の整理） 

第１５条 事業所は訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

から５年間保存する。 

（１）訪問介護計画 

（２）提供した具体的サービス内容等の記録 

（３）利用者に関する市町村への報告等の記録 

（４）苦情・相談等に関する記録 

（５）事故の状況及び事故に対する処置状況に関する記録 

２ 事業所は、従業員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了の

日から５年間保存する。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１６条 事業所は感染症や非常災害時の発生時において、事業の提供を継続

的に実施するためのおよび非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下、「業務継続計画」という。）を策定し、業務継続計画に従い必要な措置

を講じる。 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施する。 

３ 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行うものとする。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１７条 事業者は、適切な事業の提供を確保する観点から、職場において行わ 

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ 

相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止する 

ための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 
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２ 事業者は、訪問介護員等に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定 

し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施する。なお、 

研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 

（１）採用時研修 採用後１カ月以内 

（２）継 続 研 修 年１回以上 

３ 従業者は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持するものと 

する。 

４ 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者およびその家族の秘 

密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持す 

るべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 

５ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ＡＬＳＯＫ介護株 

式会社代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 

附 則 
この規程は２０１２年６月１日から施行する。  

この規程は２０１４年４月１日から施行する。  

この規程は２０１５年５月１５日から施行する。 

この規程は２０１５年８月１日から施行する。  

この規程は２０１８年４月１日から施行する。  

この規程は２０１９年２月１日から施行する。  

この規程は２０１９年４月１日から施行する。  

この規程は２０１９年５月１日から施行する。  

この規程は２０２０年６月１８日から施行する。 

この規程は２０２１年１０月１日から施行する。 
この規程は２０２２年４月１日から施行する。 
この規程は２０２３年２月１日から施行する。 
この規程は２０２４年４月１日から施行する。 

 



1.指定訪問介護サービスを提供する事業者について

1998 年 1 月 14 日法人設立年月日

事業主体名

法人の種類

代表者名

所在地

連絡先

ホームページアドレス：

ＦＡＸ番号：

電話番号：

ＡＬＳＯＫ介護株式会社

営利法人

代表取締役　　熊谷　敬

埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目795番地

048-631-3690

048-631-2110

https://kaigo.alsok.co.jp

訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎

指　定　訪　問　介　護　サ　ー　ビ　ス

重　要　事　項　説　明　書

基準日 2025年4月1日

・居宅介護支援事業
・居宅サービス事業
　　訪問介護　日常生活支援総合事業第１号訪問事業
　　通所介護　日常生活支援総合事業第１号通所事業
　　短期入所生活介護　介護予防短期入所生活介護
　　特定施設入居者生活介護　介護予防特定施設入居者生活介護
　　訪問看護　介護予防訪問看護
・地域密着型サービス事業
　　小規模多機能型居宅介護　介護予防小規模多機能型居宅介護
　　認知症対応型共同生活介護　介護予防認知症対応型共同生活介護
　　地域密着型通所介護

志木市地域包括支援センター受託事業
志木市介護予防事業
住宅型有料老人ホームの運営
サービス付き高齢者向け住宅の運営

他の介護保険関連の事業

他の介護保険以外の事業
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２.　サービス提供を実施する事業所について

（１）事業所の所在地等

（２）事業の目的および運営の方針

（３）事業所窓口の営業日および営業時間

ただし１２月３０日～１月３日を除く

サービス提供時間

８時３０分から１７時３０分

（４）サービス提供日時

茅ヶ崎市、藤沢市、高座郡寒川町通常の事業の実施地域

０時～２４時

サービス提供日

事業所名称

事業の目的
事業の適正な運営を確保するために、人員および運営管理に関する事項を定め、事業所
の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者等（以下、「訪問介護員等」という。）が要
介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とします。

営業日

営業時間

介護保険指定事業所番号

運営の方針

小林　真由美

第 1472402211号

0467-84-6301

0467-84-6303

年中無休

指定訪問介護

～ 金

事業所所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

月

①指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえ
て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事
の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
②事業の実施にあたっては、関係区市町村、居宅介護支援事業所、地域の保健・医療・福
祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

神奈川県茅ヶ崎市幸町6-21　山田テナントビル101号

訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎

訪問介護員
訪問介護計画に基づき、訪問介護のサービスを提供します。サー
ビス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等
について、サービス提供責任者に報告します。

常勤換算　2.5名以上

（５）事業所の職員体制

管理者
従業者および業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元
的に行うとともに、サービスの実施に関し、事業所の従業者に対
し遵守すべき事項についての指揮命令を行います。

1名

サービス提供責任者
事業所に対する訪問介護の利用の申し込みにかかる調整また
は、訪問介護員等に対する技術指導および「訪問介護計画書」の
作成等を行います。

1名以上

管理者氏名

2 そ09-20-250401



3.　提供するサービスの内容および費用について

（１）提供するサービスの内容について

（２）利用料金等

①介護保険給付対象サービス

介護計画書等の作成

その他サービス 介護相談等

身体介護に関する内容

①訪問介護計画の作成にあたっては、利用者の状況を把握・分析し、指定訪
問介護の提供によって解決すべき問題状況を明らかにし、これに基づき、援
助の方向性や目標を明確にし、担当する訪問介護職員等の氏名、訪問介護
員等が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を記載したものを
利用者またはその家族に説明し、同意を得ます。
②サービス提供責任者は訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画を利用
者に交付します。

生活援助に関する内容

①食事の介助・・・・・・・・・・・食事の介助を行います。
②排せつの介助・・・・・・・・・排せつの介助、おむつの交換を行います。
③衣類着脱の介助・・・・・・・衣類着脱の介助を行います。
④入浴の介助・・・・・・・・・・・入浴の介助、または入浴が困難な場合は清拭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（身体を拭く）などを行います。
⑤その他必要な身体の介護
※医療行為はいたしません。

その他
ご利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電
気、電話および、外出介助に係る費用は利用者の負担になります。

サービスを利用した場合の「基本利用料」、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として介護保険負担割合証に記
載の割合に応じた額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額を
ご負担いただきます。（別紙１参照）

交通費

ホームヘルパーが通常の事業の実施
地域を越えて、自宅等（サービス提供実
施先）に行く場合の交通費（通常の事業
の実施地域から先の交通費を申し受け
ます）

通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護に要した交通費について、その
実費をいただきます。なお、自動車を使用した場合、事業所の実施地域を越
える地点から目的地までの距離に応じて１５円/㎞の費用をいただきます。

円

【経　路】
サービス提供事業所⇒

⇒自宅等（サービス提供実施先）

　　　　　　　　キャンセル料

※急なキャンセルの場合は、右記の料金を
いただきます。キャンセルが必要となった場
合はご連絡ください。ただし、お客様の体調
不良等やむを得ない事由がある場合は、
キャンセル料はいただきません。

利用日の前日の営業時間終了時までに
ご連絡をいただいた場合

無料

利用日の前日の営業時間終了時までに
ご連絡をいただけなかった場合

介護保険負担割合証に記載された
割合に応じた額＋消費税

サービス区分と種類

①調理・・・・・・・・・・・・・・・・・利用者の食事の用意を行います。
②住居等の掃除・・・・・・・・・利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
③買い物・・・・・・・・・・・・・・・利用者の日常生活に必要となる物品の買い物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　を行います。
④洗濯・・・・・・・・・・・・・・・・・利用者の衣類等の洗濯を行います。
⑤その他必要な家事
※預貯金の引き出しや預け入れは行いません。（預貯金通帳・カードはお預かりできません。）
※利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いませ
ん。

《その他の費用について》
サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、実費をいただきます。

サービスの内容
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（３）利用料、利用者負担額について

４.　利用の中止、変更、追加

④事業者は、次の事由に該当した場合は、書面で利用者に通知することにより直ちに契約を解約することができるもの
とします。
（ア）利用者負担額（介護保険を適用する場合）およびその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわ
らず、支払期日から２ヶ月以上遅延し、さらに支払の催促から１０日以内に支払いが無い場合
（イ）利用者が、正当な理由なくサービスの中止を複数回繰り返した場合
（ウ）利用者が、入院もしくは病気等により３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになっ
た場合
（エ）利用者およびその家族等が事業者や事業者のサービス従業者に対して、本契約を継続しがたい程の背信行為を
行った場合

⑤次の事由に該当した場合は、契約は自動的に終了します。
（ア）利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）または要支援または総合事業の対象者と認定された場合
（イ）利用者が介護保険施設に入所した場合
（ウ）利用者が死亡した場合
（エ）利用契約書第１１条に基づきこの契約が解除された場合

③事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に１ヶ月の予告期間をおいて書面で通知することにより、契約を解
約することができます。

②サービスの変更、追加をご希望される場合には、「居宅サービス計画」および「訪問介護計画書」の変更が必要になり
ます。変更された「居宅サービス計画」により作成された「訪問介護計画書」に基づき、変更、追加されたサービスを提
供いたします。

利用料金の請求方法等

指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明および居宅介護支援事業者
に関する情報を提供することまたは、その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行います。

お支払方法等

請求月の２７日までに口座からの振替によるお支払いとさせていただきます。
お支払いいただきますと領収書を発行します。ご要望によりコンビニエンススト
アおよび銀行からの振込も可能です。なお振込手数料は利用者負担とさせて
いただきます。

①利用予定日の前に、利用者の都合により、訪問介護計画で定めたサービスの利用を中止または変更することができ
ます。

５.　契約の終了

①利用者は、事業者に１週間の予告期間をおいて書面で通知することにより、契約を解約することができます。ただし、
利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が１週間以内の通知でも契約を解約することが
できるものとします。

②利用者は、次の事由に該当した場合は、書面で解約を通知することによって、直ちに契約を解約することができるも
のとします。
（ア）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
（イ）事業者が守秘義務に反した場合
（ウ）利用者またはその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合

６.　サービスの利用に関する留意事項

（１）ヘルパーについて
①サービス提供時に担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交
代してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明する
とともに、利用者およびその家族に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
②利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありました
ら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

利用者負担額およびその他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請
求致します。上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月２０日前
後に利用者宛に郵送します。

③サービス利用の変更・追加の申出に対して、利用者の希望する日時にサービスの提供が出来ない場合、他の提供
可能日時を利用者に提案させていただきます。
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８.　緊急時の対応方法

※契約締結後に追加記入いたします。

（４）受給者証の確認
「住所」および「利用者負担額」等、「受給者証」の記載内容に変更があった場合は、速やかにヘルパーにお知らせくだ
さい。また、担当ヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせて頂く場合には、ご提示くださいますよう
お願いします。

（５）ヘルパーの禁止行為
ヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
①医療行為（認定特定行為業務従業者等による喀痰吸引および経管栄養を除く）
②利用者もしくは家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
③利用者もしくはその家族等からの金銭または物品、飲食の授受
④ご契約者の家族等に対するサービスの提供
⑤飲酒・喫煙および飲食
⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者または第三者等の生命または身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合を除く）
⑦その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動およびその他迷惑行為

緊　急　連　絡　先

医　療　機　関・診　療　所　名

医　療　機　関・診　療　所　名

連絡先

９.　事故発生時の対応方法について

７．　高齢者虐待防止の推進

保険会社名

連絡先家族氏名 続柄

保険名

損害保険ジャパン株式会社

介護賠償責任保険

①利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介
護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
②前項の事故の状況および事故に際してとった処置を記録します。
③利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行います。
④事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

（２）サービス提供について
①サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護等計画に位置付けた時間数によるも
のとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、訪問介護計画の見直しを
行います。
②サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。

（３）サービス内容の変更
訪問時に、利用者の体調等の理由で訪問介護計画に予定されていたサービスの実施が出来ない場合には、利用者の
同意を得て、サービス内容を変更します。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用
料金を請求します。

事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止および早期発見のための取り組みとして、以下の措置を
講じるものとします。
①高齢者虐待防止のための指針を整備し、これを従業者に周知します。
②高齢者虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。
③従業者に対し、高齢者虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④上記措置を適切に実施するための担当者を配置します。

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他の必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う
等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡します。

家族氏名 続柄

主治医：

連絡先
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１０.　心身の状況の把握

１１.　居宅介護支援事業者等との連携

１２.　サービス提供の記録

１３.　衛生管理等

１４.　身元引受人について

利用者は、身元引受人を定めるものとします。
①本契約書に身元引受人として署名または記名押印した者は、利用者が本契約に基づいて負う債務を、極度額を限度
として利用者と連帯して履行する責任を負います。本契約が更新された場合も同様とします。なお、身元引受人が負担
する債務の元本は、利用者または身元引受人が死亡したときに確定するものとします。
※連帯保証極度額４８万円
②身元引受人の請求があったときは、事業者は身元引受人に対し遅滞なく利用料等の支払い状況や滞納金の額・損
害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければなりません。
③利用者は、身元引受人を代理人として本契約を締結させ、本契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わ
せることができます。

①訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理に努めます。
②事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めます。
③訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守る為、使い捨ての手袋等感染を
予防するための備品等を備えるなど対策を講じます。

指定訪問介護の提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身
の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとしま
す。

①指定訪問介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスの完結の日から５年間保存し
ます。
②利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧および複写物の交付を請求することができます。

①指定訪問介護の提供にあたり、居宅介護支援事業者および保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接
な連携に努めます。
②指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に
係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な
連携に努めます。
③サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写
しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
④居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償とし
て金品その他の財産上の利益供与はいたしません。
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１５.　秘密の保持と個人情報の保護について

①事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会
議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報
についても、　あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用
者の家族の個人情報を用いません。
②事業者は、利用者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によ
るもののほか、電磁的記録を含む）については、善良な管理者の注意をもって管理
し、また処分の際にも第三者への漏えいを防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する
こととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞な
く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開
示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。）

個人情報の保護について

①事業者は、利用者およびその家族の個人情報について「個人情報の保護に関
する法律」および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとし
ます。
②事業者および事業者の使用する者（以下、「従業者」という。）は、サービス提供
をする上で知り得た利用者およびその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏
らしません。
③事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させ
るため、従業者である期間および従業者でなくなった後においても、その秘密を保
持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

利用者およびその家族に関する
秘密の保持について
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《苦情処理の体制、手順》

《苦情申立ての窓口》

～ 曜日

１７.　その他

８時３０分から１７時３０分 まで受付（１２/３０から１/３を除く）

0467-74-1111

《利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等》

①利用者またはその家族からの相談および苦情を受け付けるための窓口を設置します。
②苦情や相談があった場合、苦情相談担当者は状況の把握や事実確認に努めます。
③苦情相談担当者（応対者）は速やかに管理者に状況等の報告を行い、利用者またはその家族の立場に立った適切
な対処方法を検討します。
④検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ず利用者またはその家族へ報告しま
す。
⑤苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再発防止策や今後の
サービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。

月 金

当事業所苦情相談窓口

介護保険制度一般相談

電話番号：

電話番号：

0467-81-7164(直通)

0466-50-3527

なし

その他機関による第三者評価の実施 なし 結果の公表

なし

神奈川県国民健康保険団体連合会　苦情専用 電話番号： 045-329-3447

寒川町　福祉部高齢介護課 電話番号：

介護サービスの苦情等

①事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背
景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するた
めの方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。
②事業所は、適切な指定訪問介護が提供できるよう、従業者の業務体制を整備するとともに、資質向上を図る為に研
修の機会を次のとおり実施しています。
　①採用時研修　　採用後１ヶ月以内
　②継続研修　　　 年１回以上

茅ヶ崎市福祉部介護保険課

藤沢市保健福祉部介護保険課

結果の公表

アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組 あり 結果の公表

0467-84-6301

なし

なし

神奈川県福祉サービス第三者評価の実施

１６.　サービス提供に関する相談、苦情について

担当者：管理者 小林　真由美

お客様相談室 ０１２０－２９４－７７４

月～金曜日 ８時３０分～１７時３０分まで

8 そ09-20-250401



指定訪問介護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。

事業所 所在地

名称

説明者 ㊞

  　　　　年　　　　月　　　　日

利用者 （住所）

（氏名） ㊞

身元引受人 （住所）

（氏名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞ 続柄

説明年月日 年　　　　　月　　　　　日

　私は、本書面により事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護のサービスの提供開始およ
びサービスの利用料（介護給付サービス基本料金および加算、その他の料金）について同意し、重要
事項説明書の交付を受けました。

神奈川県茅ヶ崎市幸町6-21　山田テナントビル101号

訪問介護事業所　あさがお湘南茅ヶ崎

9 そ09-20-250401



《別紙１》

茅ヶ崎市 5級地 10.70 　円

＜基本料金＞

【１割】 【２割】 【３割】

昼間 163 1,744円 175円 349円 524円

早朝・夜間 204 2,182円 219円 437円 655円

深夜 245 2,621円 263円 525円 787円

昼間 244 2,610円 261円 522円 783円

早朝・夜間 305 3,263円 327円 653円 979円

深夜 366 3,916円 392円 784円 1,175円

昼間 387 4,140円 414円 828円 1,242円

早朝・夜間 484 5,178円 518円 1,036円 1,554円

深夜 581 6,216円 622円 1,244円 1,865円

昼間 567 6,066円 607円 1,214円 1,820円

早朝・夜間 709 7,586円 759円 1,518円 2,276円

深夜 851 9,105円 911円 1,821円 2,732円

昼間 82 877円 88円 176円 264円

早朝・夜間 103 1,102円 111円 221円 331円

深夜 123 1,316円 132円 264円 395円

昼間 65 695円 70円 139円 209円

早朝・夜間 81 866円 87円 174円 260円

深夜 98 1,048円 105円 210円 315円

昼間 130 1,391円 140円 279円 418円

早朝・夜間 163 1,744円 175円 349円 524円

深夜 195 2,086円 209円 418円 626円

昼間 195 2,086円 209円 418円 626円

早朝・夜間 244 2,610円 261円 522円 783円

深夜 293 3,135円 314円 627円 941円

【１割】 【２割】 【３割】

昼間 179 1,915円 192円 383円 575円

早朝・夜間 224 2,396円 240円 480円 719円

深夜 269 2,878円 288円 576円 864円

昼間 220 2,354円 236円 471円 707円

早朝・夜間 275 2,942円 295円 589円 883円

深夜 330 3,531円 354円 707円 1,060円

昼間 97 1,037円 104円 208円 312円

早朝・夜間 121 1,294円 130円 259円 389円

深夜 146 1,562円 157円 313円 469円

～基本料金～

提供時間帯 単位
利用者負担額

生活２
（20分以上～45分未満）

生活３
（45分以上）

通院等乗降介助

注）　昼間（8：00-18：00）、早朝（6：00-8：00）、夜間（18：00-22：00）、深夜（22：00-6：00）

※基本料金に対して、早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時）帯は２５％増し、深夜（１０時～午前６時）帯は５０％増しとな
ります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご利用者の訪問介護計画書に定められた目安の時間を基準とします。
※１人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと２人のヘルパーでサービスを提供した場合は、２倍の利用者負担額を
いただきます。

利用料

利用料
利用者負担額

身体０
（20分未満）

訪問介護 （地域別単価）

区分 提供時間帯 単位

身体介護に引き続き生活援助
（20分以上45分未満）

身体１
（20分以上～30分未満）

身体２
（30分以上～1時間未満）

身体３
（1時間以上～1.5時間未満）

身体４～
（身体3以降30分増すごとに

加算）

身体介護に引き続き生活援助
（45分以上70分未満）

身体介護に引き続き生活援助
（70分以上）

区分



＜加算＞（現在算定できる加算に☑を付けています）

【１割】 【２割】 【３割】

☑ １月につき 200 2,140円 214円 428円 642円

□ 100 1,070円 107円 214円 321円

□ 200 2,140円 214円 428円 642円

□ １回につき 50 535円 54円 107円 161円

□ 3 32円 4円 7円 10円

□ 4 42円 5円 9円 13円

□ １回につき 100 1,070円 107円 214円 321円

□

□

☑

□

□

□

☑

□

□

□

□

□

□

□

□

＊利用者負担額（１割）の算出方法

　基本料金・加算の計算による１か月のサービス合計単位数×地域単価10.70＝○○円（１円未満切り捨て）

　○○円－（○○円×０．９（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者負担額）

＊利用者負担額（２割）の算出方法

　基本料金・加算の計算による１か月のサービス合計単位数×地域単価10.70＝○○円（１円未満切り捨て）

　○○円－（○○円×０．８（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者負担額）

＊利用者負担額（３割）の算出方法

　基本料金・加算の計算による１か月のサービス合計単位数×地域単価10.70＝○○円（１円未満切り捨て）

　○○円－（○○円×０．７（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者負担額）

　※10.70円は、茅ヶ崎市（５級地）の地域単価

事業所と同一の建物に居住する利用者の割合が90％以
上の場合

所定単位数の88％で算定

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の1％を減算

事業所と同一敷地内建物等の利用者50人以上にサービ
スを行う場合

所定単位数の85％で算定

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

※新たに加算を算定する場合及びご利用者様の状況に応じて算定される加算については、算定を開始する際に別途加算同意書に署名捺印をいただきます。

減算

事業所と同一敷地内建物等の利用者又はこれ以外の同一
建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

所定単位数の90％で算定

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の24.5％を加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の22.4％を加算

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数の18.2％を加算

特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位数の10％を加算

特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の3％を加算

特定事業所加算（Ⅴ） 所定単位数の3％を加算

特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数の10％を加算

初回加算

生活機能向上連携加算（Ⅰ）
１月につき

生活機能向上連携加算（Ⅱ）

認知症専門ケア加算（Ⅰ）
１日につき

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

緊急時訪問介護加算

２人の訪問介護員等による場合 所定単位数の200％で算定

特定事業所加算（Ⅰ） 所定単位数の20％を加算

口腔連携強化加算

利用者負担額
加算 区分 算定単位 単位 利用料

業務継続計画未策定減算 所定単位数の1％を減算

所定単位数の14.5％を加算



《別紙２》

①～⑤、⑨、⑩、⑬又は⑭に該当。
（但し、⑭を選択する場合は⑥も該当）

①～⑤、⑨又は⑩に該当。

①～⑤、⑪又は⑫、⑬又は⑭に該当。
（但し、⑭を選択する場合には⑥も該当）

①～⑤、⑪又は⑫に該当。

①～⑤、⑦、⑧に該当。

◆介護職員等処遇改善加算

①月給による賃金改善を実施していること。
②旧ベースアップ等加算相当の賃金改善を実施していること。
③介護職員の職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件、賃金体系について明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知しているこ
と。
④介護職員の資質向上の目標及び研修機会の提供または技術指導等の実施、資格取得のための支援について全ての介護職員に周知していること。
⑤介護職員について経験、資格等または一定の基準に基づき、昇給する仕組みを設けていること。
⑥経験、技能のある介護職員のうち１人以上は賃金改善後の賃金見込みが年額440万円以上であること。
⑦特定事業所加算（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定していること。
⑧職場環境等要件を満たしていること。
（Ⅰ）①～⑧の全てを満たすこと。
（Ⅱ）①～⑥、⑧を満たすこと。
（Ⅲ）①～⑤、⑧を満たすこと。
（Ⅳ）①～④、⑧を満たすこと。

◆特定事業所加算

①訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修を実施していること。
②利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議を
定期的に開催していること。
③利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告をしていること。
④健康診断等を定期的に実施していること。
⑤緊急時等における対応方法を明示していること。
⑥病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体
制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期
における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施していること。
⑦通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービス
を提供していること。
⑧利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、当該事業所のサー
ビス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介
護計画の見直しを行っていること。
⑨介護福祉士の占める割合が30％以上または介護福祉士、実務者研修修了者、並びに介護
職員基礎研修課程修了者の占める割合が50％以上であること。
⑩全てのサービス提供責任者が実務3年以上の介護福祉士または実務経験5年以上の実務者
研修修了者、若しくは基礎研修修了者、若しくは1級課程修了者であること。
⑪常勤のサービス提供責任者を配置し、かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサー
ビス提供責任者を1名以上配置していること。
⑫訪問介護員等の総数のうち、勤続7年以上の者の占める割合が30％以上であること。
⑬利用者のうち、要介護4・5である者、日常生活自立度（Ⅲ、Ⅳ、М）である者、たんの
吸引等を必要とする者の占める割合が20%以上であること。
⑭看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること。

（Ⅰ）

（Ⅱ）

（Ⅲ）

（Ⅳ）

（Ⅴ）

①利用者又は家族の同意を得ること。
②利用者の体重が重く、1人の訪問介護員では介護が困難な場合。
③暴力、迷惑行為、器物破損行為が懸念される場合。（介護職員保護のため）
④エレベーターのない建物で2階以上から利用者を外出させる場合。

（Ⅱ） 訪問・通所リハビリテーションの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者宅を訪問して行う場合又は、リハビリテーションを実施
している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に算定。

◆口腔連携強化加算

①事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の
結果を情報提供すること。
②利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科訪問診療科の実績がある歯科医療機関の歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科
衛生士が、当該従業者からの相談等に対応する体制を確保し、文書等で取り決めていること。

◆認知症専門ケア加算

（Ⅰ）

①認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の50％以上であること。
②認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合には1
に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施していること。
③当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

（Ⅱ）
①認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導
等を実施していること。
②介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定していること。

◆緊急時訪問介護加算

①居宅サービス計画に位置づけられていない訪問介護（身体中心に限る）であり、利用者又は家族等の要請から24時間以内に行ったものであるこ
と。
②1回の要請につき、1回までの算定であること。
③サービス提供責任者が介護支援専門員と事前に連携を取り、原則として介護支援専門員が必要であると判断すること。（ただし、介護支援専門員
と事前の連携が取れない止むを得ない事情がある場合は、算定は可能。）
④サービス提供責任者と介護支援専門員が連携し、介護支援専門員が所要時間について判断すること。

◆２人の訪問介護員等による場合

【指定訪問介護　加算算定要件】

◆初回加算

・利用者が過去２か月間（歴月）に指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていないこと。
・初回又は初回が属する月に、①サービス提供責任者が自らサービスを提供するか、又は②サービス提供責任者が他の訪問介護員のサービス提供に
同行しその旨を記録すること。
※サービス提供責任者は訪問介護に要する時間を通じて滞在する必要はなく、利用者の状況等を確認した上で、途中現場を離れた場合でも算定でき
る。

◆生活機能向上連携加算

（Ⅰ）

①訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等や医師から
の助言（アセスメント・カンファレンス）を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が生活機能の向上
を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
②理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上
で、助言を行うこと。



１.　第一号訪問事業を提供する事業者について

重 要 事 項 説 明 書

https://kaigo.alsok.co.jp

【茅ヶ崎市】介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業

1998 年 1 月 14 日法人設立年月日

事業主体名

法人の種類

代表者名

所在地

連絡先

ホームページアドレス：

ＦＡＸ番号：

電話番号：

ＡＬＳＯＫ介護株式会社

営利法人

代表取締役　　熊谷　敬

埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目795番地

048-631-3690

048-631-2110

・居宅介護支援事業
・居宅サービス事業
　　訪問介護　日常生活支援総合事業第一号訪問事業
　　通所介護　日常生活支援総合事業第一号通所事業
　　短期入所生活介護　介護予防短期入所生活介護
　　特定施設入居者生活介護　介護予防特定施設入居者生活介護
　　訪問看護　介護予防訪問看護
・地域密着型サービス事業
　　小規模多機能型居宅介護　介護予防小規模多機能型居宅介護
　　認知症対応型共同生活介護　介護予防認知症対応型共同生活介護
　　地域密着型通所介護

志木市地域包括支援センター受託事業
志木市介護予防事業
住宅型有料老人ホームの運営
サービス付き高齢者向け住宅の運営

他の介護保険関連の事業

他の介護保険以外の事業

基準日 2025年4月1日

訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎
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２.　サービス提供を実施する事業所について

（１）事業所の所在地等

（２）事業の目的および運営の方針

（３）事業所窓口の営業日および営業時間

ただし１２月３０日～１月３日を除く

第 1472402211号

８時３０分から１７時３０分

（４）サービス提供日時

茅ヶ崎市通常の事業の実施地域

0467-84-6301

0467-84-6303

０時～２４時

サービス提供日

サービス提供時間

年中無休

電話番号

ＦＡＸ番号

月

事業所名称

事業の目的

事業の適正な運営を確保するために、人員および運営管理に関する事項を定め、事業所
の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者等（以下、「訪問介護員等」という。）が要支
援状態にある高齢者または事業対象者に対し、適正な介護予防・日常生活支援総合事業
第一号訪問事業による、訪問型サービス（以下、「サービス」という。）を提供することを目
的とします。

営業日

営業時間

介護保険指定事業所番号

運営の方針

①サービスの基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者
の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高める
ような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行
います。
②　サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用
者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を
作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握（モニタリング）をし、
モニタリング結果を居宅介護支援事業者および地域包括支援センター等（以下、「居宅介
護支援事業者等」という。）へ報告します。
③　サービスの提供にあたっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以
外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは
利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めます。

神奈川県茅ヶ崎市幸町6-21　山田テナントビル101号

～ 金

訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎

事業所所在地

指定第一号訪問事業
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（５）事業所の職員体制

３.　提供するサービスの内容および費用について

（１）提供するサービスの内容について

サービス区分と種類

訪問型サービス計画書等の作成

①事業者は、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者
会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれてい
る環境等、利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、指定第一号訪問
事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの提供を行う期間
等を記載した訪問型サービス計画を作成します。
②サービス提供責任者は訪問型サービス計画の作成にあたって、その内容に
ついて利用者または身元引受人に対して説明し、同意を得、交付します。

身体介護に関する内容

利用者の身体に直接接触して行う介助、および日常生活を営むのに必要な機
能を高めるための介助または、専門的な援助を行います。
例：起床介助、就寝介助、排せつ介助、身体整容、食事介助、更衣介助、清拭
（体をふく）、入浴介助、体位交換、通院・外出介助など。

①サービスの利用の申し込みに係る調整をします。
②訪問介護員等に対し、具体的な援助目標および援助内容を指
示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の
実施状況の把握に努めます。また、訪問介護員等に対する研修、
技術指導等を実施します。
③サービス担当者会議への出席等により、指定介護予防支援事
業者等と連携を図ります。

1名以上

訪問介護員
訪問型サービス計画に基づき、サービスを提供します。サービス
提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等につ
いて、サービス提供責任者に報告します。

常勤換算　2.5名以上

サービスの内容

管理者氏名 小林　真由美

従業者および業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元
的に行うとともに、サービスの実施に関し、事業所の従業者に対
し遵守すべき事項についての指揮命令を行います。

1名

サービス提供責任者

管理者

生活援助に関する内容
家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
例：調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、衣服の整理など。
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（２）利用料金等

①利用料

①利用予定日の前に、利用者の都合により、訪問型サービス計画で定めたサービスの利用を中止または変更すること
ができます。

③サービス利用の変更・追加の申し出に対して、利用者の希望する日時にサービスの提供が出来ない場合、他の提供
可能日時を利用者に提案させていただきます。

ご利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電
気、電話および外出介助に係る費用は利用者の負担になります。

その他

②サービスの変更、追加をご希望される場合には、「居宅サービス計画」および「訪問型サービス計画書」の変更が必要
になります。変更された「居宅サービス計画」により作成された「訪問型サービス計画書」に基づき、変更、追加された
サービスを提供いたします。

②その他の費用について
サービス提供に要する下記の費用は、第一号事業支給費の対象ではありませんので、実費をいただきます。

交通費

キャンセル料 キャンセル料の有無については、別紙のとおりになります。

ホームヘルパーが通常の事業の実施地
域を越えて、自宅等（サービス提供実施
先）に行く場合の交通費（通常の事業の
実施地域から先の交通費を申し受けま
す）。

通常の事業の実施地域を越えて行う訪問型サービスに要した交通費につい
て、その実費をいただきます。なお、自動車を使用した場合、事業所の実施地
域を越える地点から目的地までの距離に応じて１５円/㎞の費用をいただきま
す。

円

【経　路】
サービス提供事業所⇒

⇒自宅等（サービス提供実施先）

サービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担
割合証に記載の割合に応じた額です。ただし、第一号事業支給費の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超
えた額の全額をご負担いただきます。なお、当該単価が改訂された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されま
す。その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせいたします。

（３）利用料、利用者負担額等について

利用料金の請求方法等
利用者負担額およびその他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請
求致します。上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月２０日前
後に利用者宛に郵送します。

お支払方法等

請求月の２７日までに口座からの振替によるお支払いとさせていただきます。
お支払いいただきますと領収書を発行します。ご要望によりコンビニエンススト
アおよび銀行からの振込も可能です。なお振込手数料は利用者負担とさせて
いただきます。

第１号訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明、および居宅介護支援事業
者等に関する情報を提供することまたは、その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行いま
す。

４.　利用の中止、変更、追加
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③事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に１ヶ月の予告期間をおいて書面で通知することにより、契約を解
約することができます。

５.　契約の終了

①利用者は、事業者に１週間の予告期間をおいて書面で通知することにより、契約を解約することができます。ただし、
利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が１週間以内の通知でも契約を解約することが
できるものとします。

（２）サービス提供について
①サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問型サービス計画に位置付けた時間数によ
るものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、訪問型サービス計画の
見直しを行います。
②サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。

（５）ヘルパーの禁止行為
ヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
①医療行為（認定特定行為業務従業者等による喀痰吸引および経管栄養を除く）
②利用者もしくは家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
③利用者もしくはその家族等からの金銭または物品、飲食の授受
④ご契約者の家族等に対するサービスの提供
⑤飲酒・喫煙および飲食
⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者または第三者等の生命または身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合を除く）
⑦その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動およびその他迷惑行為

⑤次の事由に該当した場合は、契約は自動的に終了します。
（ア）利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）または要介護と認定された場合。
（イ）利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、または介護予防認知症対応
型共同生活介護を受けることとなった場合。
（ウ）利用者が介護保険施設に入所した場合。
（エ）利用者が死亡した場合。
（オ）利用契約書第１１条に基づきこの契約が解除された場合

（３）サービス内容の変更
訪問時に、利用者の体調等の理由で訪問型サービス計画に予定されていたサービスの実施が出来ない場合には、利
用者の同意を得て、サービス内容を変更します。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービ
ス利用料金を請求します。

（４）受給者証の確認
「住所」および「利用者負担額」等、「受給者証」の記載内容に変更があった場合は、速やかにヘルパーにお知らせくださ
い。また、担当ヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせて頂く場合には、ご提示くださいますようお
願いします。

④事業者は、次の事由に該当した場合は、書面で利用者に通知することにより直ちに契約を解約することができるもの
とします。
（ア）利用者負担額（介護保険を適用する場合）およびその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわ
らず、支払期日から２ヶ月以上遅延し、さらに支払の催促から１０日以内に支払いが無い場合。
（イ）利用者が、正当な理由なくサービスの中止を複数回繰り返した場合。
（ウ）利用者が、入院もしくは病気等により３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになっ
た場合。
（エ）利用者およびその家族等が事業者や事業者のサービス従業者に対して、本契約を継続しがたい程の背信行為を
行った場合。

②利用者は、次の事由に該当した場合は、書面で解約を通知することによって、直ちに契約を解約することができるも
のとします。
（ア）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。
（イ）事業者が守秘義務に反した場合。
（ウ）利用者またはその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。

６.　サービスの利用に関する留意事項

（１）ヘルパーについて
①サービス提供時に担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交
代してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明すると
ともに、利用者およびその家族に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
②利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありました
ら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

5 そ09-19-250401



９.　事故発生時の対応方法について

１０.　心身の状況の把握

訪問型サービスの提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身
の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとしま
す。

１１.　居宅介護支援事業者等との連携

①訪問型サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者等および保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と
密接な連携に努めます。
②訪問型サービス介護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利
用者に係る居宅介護支援事業者等に対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と
の密接な連携に努めます。
③サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写
しを速やかに居宅介護支援事業者等に送付します。
④居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償とし
て金品その他の財産上の利益供与はいたしません。

医　療　機　関・診　療　所　名

①利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介
護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
②前項の事故の状況および事故に際してとった処置を記録します。
③利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行います。
④事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止および早期発見のための取り組みとして、以下の措置を講
じるものとします。
①高齢者虐待防止のための指針を整備し、これを従業者に周知します。
②高齢者虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。
③従業者に対し、高齢者虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④上記措置を適切に実施するための担当者を配置します。

８.　緊急時の対応方法

※契約締結後に追加記入いたします。

家族氏名 続柄 連絡先

医　療　機　関・診　療　所　名

主治医：

連絡先

緊　急　連　絡　先

７．　高齢者虐待防止の推進

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他の必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う
等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡します。

保険名 介護賠償責任保険

家族氏名 続柄 連絡先

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名 損害保険ジャパン株式会社
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利用者およびその家族に関する
秘密の保持について

①事業者は、利用者およびその家族の個人情報について「個人情報の保護に関す
る法律」および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとしま
す。
②事業者および事業者の使用する者（以下「従業者」という）は、サービス提供をす
る上で知り得た利用者およびその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしま
せん。
③事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させ
るため、従業者である機関および従業者でなくなった後においても、その秘密を保
持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

１２.　サービス提供の記録

①訪問型サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスの完結の日から５年間保存
します。
②利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧および複写物の交付を請求することができます。

①訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理に努めます。
②事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めます。
③訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守る為、使い捨ての手袋等感染を
予防するための備品等を備えるなど対策を講じます。

１４.　身元引受人について

１５.　秘密の保持と個人情報の保護について

個人情報の保護について

①事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会
議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報
についても、　あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用
者の家族の個人情報を用いません。
②事業者は、利用者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によ
るもののほか、電磁的記録を含む）については、善良な管理者の注意をもって管理
し、また処分の際にも第三者への漏えいを防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する
こととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞な
く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開
示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。）

利用者は、身元引受人を定めるものとします。
①本契約書に身元引受人として署名または記名押印した者は、利用者が本契約に基づいて負う債務を極度額を限度と
して利用者と連帯して履行する責任を負います。本契約が更新された場合も同様とします。なお、身元引受人が負担す
る債務の元本は、利用者または身元引受人が死亡したときに確定するものとします。
※連帯保証極度額４８万円
②身元引受人の請求があったときは、事業者は身元引受人に対し遅滞なく利用料等の支払い状況や滞納金の額・損害
賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければなりません。
③利用者は、身元引受人を代理人として本契約を締結させ、本契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わ
せることができます。

１３.　衛生管理等

7 そ09-19-250401



福祉サービス第三者評価の実施

～ 曜日

その他機関による第三者評価の実施 なし 結果の公表 なし

神奈川県

《利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等》

アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組 あり 結果の公表 なし

なし 結果の公表 なし

１７.　その他

①事業所は、適切な訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関
係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止
するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。
②事業所は、適切な訪問型サービスが提供できるよう、従業者の業務体制を整備するとともに、資質向上を図る為に研
修の機会を次の通り実施しています。
　①採用時研修　　採用後１ヶ月以内
　②継続研修　　　 年１回以上

１６.　サービス提供に関する相談、苦情について

《苦情処理の体制、手順》

①利用者またはその家族からの相談および苦情を受け付けるための窓口を設置します。
②苦情や相談があった場合、苦情相談担当者は状況の把握や事実確認に努めます。
③苦情相談担当者（応対者）は速やかに管理者に状況等の報告を行い、利用者またはその家族の立場に立った適切な
対処方法を検討します。
④検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ず利用者またはその家族へ報告しま
す。
⑤苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再発防止策や今後の
サービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。

《苦情申立ての窓口》

当事業所苦情相談窓口
月 金

担当者：管理者 小林　真由美

８時３０分から１７時３０分 まで受付（１２/３０から１/３を除く）

介護サービスの苦情等 神奈川県国民健康保険団体連合会　苦情専用 電話番号： 045-329-3447

介護保険制度一般相談 電話番号： 0467-81-7164(直通)茅ヶ崎市福祉部介護保険課

0467-84-6301

お客様相談室 ０１２０－２９４－７７４

月～金曜日 ８時３０分～１７時３０分まで
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事業所 所在地

名称

説明者

  　　　　年　　　　月　　　　日

（住所）

（氏名） ㊞

（住所）

（氏名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞ 続柄

説明年月日 年　　　　　月　　　　　日

神奈川県茅ヶ崎市幸町6-21　山田テナントビル101号

訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎

身元引受人

利用者

　私は、本書面により事業者から重要事項の説明を受け、介護予防・日常生活支援総合事業第一号
訪問事業のサービスの提供開始およびサービスの利用料（第一号事業支給費基本料金および加算、
その他の料金）について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。

介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基
づいて、重要な事項を説明しました。
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＜別紙＞AK_訪問（茅ヶ崎市　2024.6～) 

地域単価： 10.70

【基本料金】 所定単位数・・・基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数

【１割】 【２割】 【３割】

/月 1,176 12,583 1,259 2,517 3,775

/日 39 417 42 84 126

/月 2,349 25,134 2,514 5,027 7,541

/日 77 823 83 165 247

/月 3,727 39,878 3,988 7,976 11,964

/日 123 1,316 132 264 395

訪問型独自
サービス21

事業対象者/要支援1・2
（週1回程度）月4回まで
（週2回程度）月8回まで
（週2回を超える程度）

※月12回まで

1回につき 287 3,070 307 614 921 ●

訪問型独自
サービス22

生活援助が中心
である場合

（所要時間が20分以上
45分未満の場合）

1回につき 179 1,915 192 383 575 ●

訪問型独自
サービス23

生活援助が中心
である場合

（所要時間が45分以上
の場合）

1回につき 220 2,354 236 471 707 ●

訪問型独自
短時間サービス

短時間の
身体介護が中心）

1回につき 163 1,744 175 349 524 ●

【１割】 【２割】 【３割】

１月につき 200 2,140 214 428 642

１月につき 100 1,070 107 214 321

１月につき 200 2,140 214 428 642

１月につき
（1回まで） 50 535 54 107 161

☑

茅ヶ崎市介護予防・日常生活支援総合事業　料金表

区分 単位 介護報酬総額
（円）

利用者負担額(円） キャンセ
ル対象

訪問型サービスⅠ
事業対象者、
要支援1・2

（週１回程度）

訪問型サービスⅡ
事業対象者、
要支援1・2

（週2回程度）

訪問型サービスⅢ
事業対象者

要支援2
（週2回を超える程度）

算定単位 単位 介護報酬総額
（円）

利用者負担額(円）

初回加算

生活機能向上連携加算Ⅰ

生活機能向上連携加算Ⅱ

口腔連携強化加算

 所定単位数の24.5％を加算介護職員等処遇改善加算　Ⅰ

 所定単位数の22.4％を加算

 所定単位数の18.2％を加算

介護職員等処遇改善加算　Ⅱ

介護職員等処遇改善加算　Ⅲ

 所定単位数の14.5％を加算介護職員等処遇改善加算　Ⅳ



＜別紙＞AK_訪問（茅ヶ崎市　2024.6～) 

■ 減　算

訪問型独自サービス同一建物減算１
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の
同一建物の利用者２０人以上にサービスを行う
場合

所定単位数の90％で算定

訪問型独自サービス同一建物減算２
事業所と同一建物の利用者５０人以上にサー
ビスを行う場合

所定単位数の85％で算定

訪問型独自サービス同一建物減算３
同一の建物等に居住する利用者の割合が、
100分の90以上の場合

所定単位数の88％で算定

キャンセル料

利用日前日の営業時間終了まで
にご連絡をいただいた場合

無料

利用日前日の営業時間終了まで
にご連絡をいただけなかった場合

介護保険負担割合証に記載され
た割合に応じた額＋消費税

高齢者 虐待防止 未実施減算 高齢者虐待防止措置を行っていない場合 所定単位数の1％を減算

※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

業務継続計画未策定減算 業務継続計画策定を行っていない場合 所定単位数の1％を減算



１.　第一号訪問事業を提供する事業者について

基準日 2025年4月1日

【藤沢市】介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業

1998 年 1 月 14 日法人設立年月日

事業主体名

法人の種類

代表者名

所在地

連絡先

ホームページアドレス：

ＦＡＸ番号：

電話番号：

ＡＬＳＯＫ介護株式会社

営利法人

代表取締役　　熊谷　敬

埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目795番地

048-631-3690

048-631-2110

https://kaigo.alsok.co.jp

訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎

重 要 事 項 説 明 書

・居宅介護支援事業
・居宅サービス事業
　　訪問介護　日常生活支援総合事業第一号訪問事業
　　通所介護　日常生活支援総合事業第一号通所事業
　　短期入所生活介護　介護予防短期入所生活介護
　　特定施設入居者生活介護　介護予防特定施設入居者生活介護
　　訪問看護　介護予防訪問看護
・地域密着型サービス事業
　　小規模多機能型居宅介護　介護予防小規模多機能型居宅介護
　　認知症対応型共同生活介護　介護予防認知症対応型共同生活介護
　　地域密着型通所介護

志木市地域包括支援センター受託事業
志木市介護予防事業
住宅型有料老人ホームの運営
サービス付き高齢者向け住宅の運営

他の介護保険関連の事業

他の介護保険以外の事業
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２.　サービス提供を実施する事業所について

（１）事業所の所在地等

（２）事業の目的および運営の方針

（３）事業所窓口の営業日および営業時間

ただし１２月３０日～１月３日を除く

運営の方針

①サービスの基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者
の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高める
ような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行
います。
②　サービスの実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用
者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を
作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握（モニタリング）をし、
モニタリング結果を居宅介護支援事業者および地域包括支援センター等（以下、「居宅介
護支援事業者等」という。）へ報告します。
③　サービスの提供にあたっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以
外の代替サービスを利用する等、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは
利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めます。

神奈川県茅ヶ崎市幸町6-21　山田テナントビル101号

８時３０分から１７時３０分

0467-84-6303

藤沢市通常の事業の実施地域

（４）サービス提供日時

０時～２４時

サービス提供日

サービス提供時間

年中無休

事業所名称

事業の目的

事業の適正な運営を確保するために、人員および運営管理に関する事項を定め、事業所
の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者等（以下、「訪問介護員等」という。）が要支
援状態にある高齢者または事業対象者に対し、適正な介護予防・日常生活支援総合事業
第一号訪問事業による訪問型サービス（以下、「サービス」という。）を提供することを目的
とします。

～ 金

訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎

事業所所在地

指定第一号訪問事業

電話番号

ＦＡＸ番号

0467-84-6301

第 1472402211号

月営業日

営業時間

介護保険指定事業所番号
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（５）事業所の職員体制

３.　提供するサービスの内容および費用について

（１）提供するサービスの内容について

サービスの内容

家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
例：調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、衣服の整理など。

管理者氏名 小林　真由美

サービス区分と種類

訪問型サービス計画書等の作成

①事業者は、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者
会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれてい
る環境等、利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、指定第一号訪問
事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの提供を行う期間
等を記載した訪問型サービス計画を作成します。
②サービス提供責任者は訪問型サービス計画の作成にあたって、その内容に
ついて利用者または身元引受人に対して説明し、同意を得、交付します。

身体介護に関する内容

利用者の身体に直接接触して行う介助、および日常生活を営むのに必要な機
能を高めるための介助または、専門的な援助を行います。
例：起床介助、就寝介助、排せつ介助、身体整容、食事介助、更衣介助、清拭
（体をふく）、入浴介助、体位交換、通院・外出介助など。

生活援助に関する内容

管理者
従業者および業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元
的に行うとともに、サービスの実施に関し、事業所の従業者に対
し遵守すべき事項についての指揮命令を行います。

1名

サービス提供責任者

①サービスの利用の申し込みに係る調整をします。
②訪問介護員等に対し、具体的な援助目標および援助内容を指
示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の
実施状況の把握に努めます。また、訪問介護員等に対する研修、
技術指導等を実施します。
③サービス担当者会議への出席等により、指定介護予防支援事
業者等と連携を図ります。

1名以上

訪問介護員
訪問型サービス計画に基づき、サービスを提供します。サービス
提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等につ
いて、サービス提供責任者に報告します。

常勤換算　2.5名以上
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（２）利用料金等

①利用料

⇒自宅等（サービス提供実施先）

①利用予定日の前に、利用者の都合により、訪問型サービス計画で定めたサービスの利用を中止または変更すること
ができます。

②その他の費用について
サービス提供に要する下記の費用は、第一号事業支給費の対象ではありませんので、実費をいただきます。

交通費

第１号訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明、および居宅介護支援事業
者等に関する情報を提供することまたは、その他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行いま
す。

サービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担
割合証に記載の割合に応じた額です。ただし、第一号事業支給費の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超
えた額の全額をご負担いただきます。なお、当該単価が改訂された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されま
す。その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせいたします。

ホームヘルパーが通常の事業の実施地
域を越えて、自宅等（サービス提供実施
先）に行く場合の交通費（通常の事業の
実施地域から先の交通費を申し受けま
す）。

通常の事業の実施地域を越えて行う訪問型サービスに要した交通費につい
て、その実費をいただきます。なお、自動車を使用した場合、事業所の実施地
域を越える地点から目的地までの距離に応じて１５円/㎞の費用をいただきま
す。

円

【経　路】
サービス提供事業所⇒

③サービス利用の変更・追加の申し出に対して、利用者の希望する日時にサービスの提供が出来ない場合、他の提供
可能日時を利用者に提案させていただきます。

４.　利用の中止、変更、追加

②サービスの変更、追加をご希望される場合には、「居宅サービス計画」および「訪問型サービス計画書」の変更が必要
になります。変更された「居宅サービス計画」により作成された「訪問型サービス計画書」に基づき、変更、追加された
サービスを提供いたします。

利用料金の請求方法等
利用者負担額およびその他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請
求致します。上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月２０日前
後に利用者宛に郵送します。

お支払方法等

請求月の２７日までに口座からの振替によるお支払いとさせていただきます。
お支払いいただきますと領収書を発行します。ご要望によりコンビニエンススト
アおよび銀行からの振込も可能です。なお振込手数料は利用者負担とさせて
いただきます。

キャンセル料 キャンセル料の有無については、別紙のとおりになります。

（３）利用料、利用者負担額等について

ご利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電
気、電話および、外出介助に係る費用は利用者の負担になります。

その他
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６.　サービスの利用に関する留意事項

（３）サービス内容の変更
訪問時に、利用者の体調等の理由で訪問型サービス計画に予定されていたサービスの実施が出来ない場合には、利
用者の同意を得て、サービス内容を変更します。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービ
ス利用料金を請求します。

（２）サービス提供について
①サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問型サービス計画に位置付けた時間数によ
るものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、訪問型サービス計画の
見直しを行います。
②サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。

③事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に１ヶ月の予告期間をおいて書面で通知することにより、契約を解
約することができます。

（１）ヘルパーについて
①サービス提供時に担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交
代してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明すると
ともに、利用者およびその家族に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
②利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありました
ら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

⑤次の事由に該当した場合は、契約は自動的に終了します。
（ア）利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）または要介護と認定された場合。
（イ）利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、または介護予防認知症対応
型共同生活介護を受けることとなった場合。
（ウ）利用者が介護保険施設に入所した場合。
（エ）利用者が死亡した場合。
（オ）利用契約書第１１条に基づきこの契約が解除された場合

（5）ヘルパーの禁止行為
ヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
①医療行為（認定特定行為業務従業者等による喀痰吸引および経管栄養を除く）
②利用者もしくは家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり
③利用者もしくはその家族等からの金銭または物品、飲食の授受
④ご契約者の家族等に対するサービスの提供
⑤飲酒・喫煙および飲食
⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者または第三者等の生命または身体を保護するため緊急やむ
を得ない場合を除く）
⑦その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動およびその他迷惑行為

５.　契約の終了

①利用者は、事業者に１週間の予告期間をおいて書面で通知することにより、契約を解約することができます。ただし、
利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が１週間以内の通知でも契約を解約することが
できるものとします。

（４）受給者証の確認
「住所」および「利用者負担額」等、「受給者証」の記載内容に変更があった場合は、速やかにヘルパーにお知らせくださ
い。また、担当ヘルパーやサービス提供責任者が「受給者証」の確認をさせて頂く場合には、ご提示くださいますようお
願いします。

④事業者は、次の事由に該当した場合は、書面で利用者に通知することにより直ちに契約を解約することができるもの
とします。
（ア）利用者負担額（介護保険を適用する場合）およびその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわ
らず、支払期日から２ヶ月以上遅延し、さらに支払の催促から１０日以内に支払いが無い場合。
（イ）利用者が、正当な理由なくサービスの中止を複数回繰り返した場合。
（ウ）利用者が、入院もしくは病気等により３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになっ
た場合。
（エ）利用者およびその家族等が事業者や事業者のサービス従業者に対して、本契約を継続しがたい程の背信行為を
行った場合。

②利用者は、次の事由に該当した場合は、書面で解約を通知することによって、直ちに契約を解約することができるも
のとします。
（ア）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。
（イ）事業者が守秘義務に反した場合。
（ウ）利用者またはその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合。
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７．　高齢者虐待防止の推進

事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止および早期発見のための取り組みとして、以下の措置を講
じるものとします。
①高齢者虐待防止のための指針を整備し、これを従業者に周知します。
②高齢者虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。
③従業者に対し、高齢者虐待防止のための研修を定期的に実施します。
④上記措置を適切に実施するための担当者を配置します。

連絡先

医　療　機　関・診　療　所　名

連絡先

保険名 介護賠償責任保険

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名 損害保険ジャパン株式会社

家族氏名

※契約締結後に追加記入いたします。

訪問型サービスの提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身
の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとしま
す。

１１.　居宅介護支援事業者等との連携

①訪問型サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者等および保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と
密接な連携に努めます。
②訪問型サービス介護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利
用者に係る居宅介護支援事業者等に対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と
の密接な連携に努めます。
③サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写
しを速やかに居宅介護支援事業者等に送付します。
④居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償とし
て金品その他の財産上の利益供与はいたしません。

医　療　機　関・診　療　所　名

９.　事故発生時の対応方法について

１０.　心身の状況の把握

①利用者に対する訪問型サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介
護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
②前項の事故の状況および事故に際してとった処置を記録します。
③利用者に対する訪問型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を行います。
④事故が生じた際には、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。

家族氏名

主治医：

続柄

連絡先

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他の必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う
等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ指定する連絡先にも連絡します。

緊　急　連　絡　先

続柄

８.　緊急時の対応方法

6 そ09-18-250401　　　



個人情報の保護について

①事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会
議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報
についても、　あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用
者の家族の個人情報を用いません。
②事業者は、利用者およびその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によ
るもののほか、電磁的記録を含む）については、善良な管理者の注意をもって管理
し、また処分の際にも第三者への漏えいを防止するものとします。
③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する
こととし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞な
く調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開
示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。）

①訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理に努めます。
②事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めます。
③訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守る為、使い捨ての手袋等感染を
予防するための備品等を備えるなど対策を講じます。

１５.　秘密の保持と個人情報の保護について

１４.　身元引受人について

利用者は、身元引受人を定めるものとします。
①本契約書に身元引受人として署名または記名押印した者は、利用者が本契約に基づいて負う債務を極度額を限度と
して利用者と連帯して履行する責任を負います。本契約が更新された場合も同様とします。なお、身元引受人が負担す
る債務の元本は、利用者または身元引受人が死亡したときに確定するものとします。
※連帯保証極度額４８万円
②身元引受人の請求があったときは、事業者は身元引受人に対し遅滞なく利用料等の支払い状況や滞納金の額・損害
賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければなりません。
③利用者は、身元引受人を代理人として本契約を締結させ、本契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行わ
せることができます。
④身元引受人は、事業者と協議し、必要なときは利用者の身柄を引き取るものとします。また、利用者が死亡した場合
の遺体および遺留金品の引き受けを行うものとします。

利用者およびその家族に関する
秘密の保持について

①事業者は、利用者およびその家族の個人情報について「個人情報の保護に関す
る法律」および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとしま
す。
②事業者および事業者の使用する者（以下「従業者」という）は、サービス提供をす
る上で知り得た利用者およびその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしま
せん。
③事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させ
るため、従業者である機関および従業者でなくなった後においても、その秘密を保
持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

１２.　サービス提供の記録

①訪問型サービスの実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービスの完結の日から５年間保存
します。
②利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧および複写物の交付を請求することができます。

１３.　衛生管理等
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福祉サービス第三者評価の実施

～ 曜日

電話番号： 0467-81-7164(直通)茅ヶ崎市福祉部介護保険課

１６.　サービス提供に関する相談、苦情について

《苦情処理の体制、手順》

①利用者またはその家族からの相談および苦情を受け付けるための窓口を設置します。
②苦情や相談があった場合、苦情相談担当者は状況の把握や事実確認に努めます。
③苦情相談担当者（応対者）は速やかに管理者に状況等の報告を行い、利用者またはその家族の立場に立った適切な
対処方法を検討します。
④検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ず利用者またはその家族へ報告しま
す。
⑤苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再発防止策や今後の
サービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。

《苦情申立ての窓口》

当事業所苦情相談窓口
月 金

小林　真由美

８時３０分から１７時３０分 まで受付（１２/３０から１/３を除く）

介護サービスの苦情等 神奈川県国民健康保険団体連合会　苦情専用 電話番号： 045-329-3447

《利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等》

アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組 あり 結果の公表 なし

担当者：管理者

１７．　その他

①事業所は、適切な訪問型サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関
係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止
するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。
②事業所は、適切な訪問型サービスが提供できるよう、従業者の業務体制を整備するとともに、資質向上を図る為に研
修の機会を次の通り実施しています。
　①採用時研修　　採用後１ヶ月以内
　②継続研修　　　 年２回以上

介護保険制度一般相談

藤沢市福祉健康部　介護保険課 電話番号： 0466-50-3527

その他機関による第三者評価の実施 なし 結果の公表

0467-84-6301

なし

なし 結果の公表神奈川県 なし

お客様相談室 ０１２０－２９４－７７４

月～金曜日 ８時３０分～１７時３０分まで
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事業所 所在地

名称

説明者

 　　　　年　　　　月　　　　日

（住所）

（氏名） ㊞

（住所）

（氏名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞ 続柄

身元引受人

利用者

　私は、本書面により事業者から重要事項の説明を受け、介護予防・日常生活支援総合事業第一号
訪問事業のサービスの提供開始およびサービスの利用料（第一号事業支給費基本料金および加算、
その他の料金）について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。

神奈川県茅ヶ崎市幸町6-21　山田テナントビル101号

訪問介護事業所あさがお湘南茅ヶ崎

説明年月日 年　　　　　月　　　　　日

介護予防・日常生活支援総合事業第一号訪問事業の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基
づいて、重要な事項を説明しました。
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＜別紙＞訪問（藤沢市　2024.6～) 

地域単価： 10.84

【基本料金】 所定単位数・・・基本サービス費に各種加算・減算を加えた総単位数

【１割】 【２割】 【３割】

/月 1,176 12,747 1,275 2,550 3,825

/日 39 422 43 85 127

/月 2,349 25,463 2,547 5,093 7,639

/日 77 834 84 167 251

/月 3,727 40,400 4,040 8,080 12,120

/日 123 1,333 134 267 400

/月 1,040 11,273 1,128 2,255 3,382

/日 34 368 37 74 111

/月 2,079 22,536 2,254 4,508 6,761

/日 68 737 74 148 222

/月 3,297 35,739 3,574 7,148 10,722

/日 108 1,170 117 234 351

【１割】 【２割】 【３割】

１月につき 200 2,168 217 434 651

１月につき 100 1,084 109 217 326

１月につき 200 2,168 217 434 651

１月につき
（1回まで） 50 542 55 109 163

☑

業務継続計画未策定減算 業務継続計画策定を行っていない場合 所定単位数の1％を減算

藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業　料金表

区分 単位 介護報酬総額
（円）

利用者負担額(円）

訪問型
独自サービス11

事業対象者
要支援1
要支援2

（週１回程度）

訪問型
独自サービス12

事業対象者
要支援1
要支援2

（週2回程度）

訪問型
独自サービス13

要支援2
（週2回を超える程

度）

訪問型
独自サービス/211

事業対象者、
要支援1・2

（週1回程度）

訪問型
独自サービス/212

事業対象者、
要支援1・2

（週2回程度）

訪問型
独自サービス/213

事業対象者、要支援
2

（週3回程度）

介護職員等処遇改善加算　Ⅱ  所定単位数の22.4％を加算

算定単位 単位 介護報酬総額
（円）

利用者負担額(円）

初回加算

生活機能向上連携加算Ⅰ

生活機能向上連携加算Ⅱ

口腔連携強化加算

介護職員等処遇改善加算　Ⅰ  所定単位数の24.5％を加算

介護職員等処遇改善加算　Ⅲ  所定単位数の18.2％を加算

介護職員等処遇改善加算　Ⅳ  所定単位数の14.5％を加算

■ 減　算

訪問型独自サービス同一建物減算１
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の
同一建物の利用者２０人以上にサービスを行う
場合

所定単位数の90％で算定

訪問型独自サービス同一建物減算２
事業所と同一建物の利用者５０人以上にサー
ビスを行う場合

所定単位数の85％で算定

訪問型独自サービス同一建物減算３
同一の建物等に居住する利用者の割合が、
100分の90以上の場合

所定単位数の88％で算定

高齢者 虐待防止 未実施減算 高齢者虐待防止措置を行っていない場合 所定単位数の1％を減算

※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

キャンセル料の請求は発生しません。


